
 

会  議  録 

会 議 名 称 令和７年度 第６回登米市総合計画審議会 

開 催 日 時 
令和８年２月26日（木） 

午後２時00分開会 午後２時45分閉会 

開 催 場 所 登米市消防防災センター ３階 大会議室 

議長（会長）の 

氏 名 
公立大学法人宮城大学 特任教授 徳永 幸之 

出席者（委員）の 

氏 名 

公立大学法人宮城大学 特任教授 徳永 幸之【会長】 

登米市子ども・子育て会議  片岡 大助【副会長】 

登米市景観形成会議 武藏 寛亨 

登米市都市計画審議会 青柳 善信 

宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 佐藤 芳明 

特定非営利活動法人登米市体育協会 関 壮一 

登米市文化協会 佐藤 文則 

社会福祉法人登米市社会福祉協議会 宍戸 敬吾 

登米市食生活改善推進員協議会 千葉 みどり 

一般社団法人登米市観光物産協会 斉藤 惠一 

登米地域商工会連絡協議会 熊谷 毅 

宮城北部流域森林・林業活性化センター登米支部 加藤 惣吉 

みやぎ登米農業協同組合 伊藤 良晴 

登米市環境市民会議 佐藤 博   

登米市コミュニティ推進連絡協議会 河内 安雄 

臨時委員 氏家 和寛 

臨時委員 千葉 拓也 

臨時委員 亀卦川 祐里       

臨時委員 上野 まどか                  以上19人 

欠席者（委員）の 

氏      名 

登米市男女共同参画審議会 須藤 明美 

登米市中学校長会 千葉 和幸 

一般社団法人登米市医師会 髙橋 雄大 

登米市民生委員児童委員協議会 沼倉 卓郎 

一般社団法人とめ青年会議所 猪股 圭太郎         以上５人 

事 務 局 職 員 

職 氏 名 

【事務局】 

まちづくり推進部次長兼まちづくり推進課長 遠藤 林市 

まちづくり推進部まちづくり推進課長補佐（総合調整担当） 髙橋 和広 

まちづくり推進部まちづくり推進課まちづくり推進係長 大久保 潤一 

まちづくり推進部まちづくり推進課まちづくり推進係 主査 及川 匠 

まちづくり推進部まちづくり推進課まちづくり推進係 主事 大友 健司 

議 題 （１）第三次登米市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）について 

会 議 結 果 別添のとおり 

会 議 経 過 別添のとおり 

会  議  資  料 

【資料１】第三次登米市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に対する市民

意見公募手続きの実施状況、意見の概要及び意見に対する考え方 

【資料２】総合計画審議会からの第三次登米市まち・ひと・しごと創生総合

戦略（素案）に対する意見・質問要旨 

【資料３】第三次登米市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）新旧対照表 
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発言者 発言要旨 

事務局 

 

本日の審議会は次第にあるとおり、議事１件について審議いただく。 

委員名簿４番の須藤明美委員、７番の千葉和幸委員、10番の髙橋雄大

委員、12番の沼倉卓郎委員の４名から欠席の連絡をいただいている。 

【１ 開 会】 

事務局 ただいまから、令和７年度第６回登米市総合計画審議会を開会する。 

 

【２ 会長挨拶】 

事務局 

 

はじめに、会長よりご挨拶をいただく。 

会 長 

 

（挨拶） 

【３ 議 事】 

事務局 それでは議事に入る。登米市総合計画審議会条例第７条の規定によ

り、議長は会長にお願いする。 

会 長 登米市総合計画審議会条例第７条第２項の規定により、審議会の会議

は、委員半数以上の出席が必要である。本日は19名の委員に出席いただ

いており、会議は成立していることを確認する。 

会議録署名人の指名を行う。今回は、２番の武藏寛亨委員、３番の青

柳善信委員を指名する。 

それでは、議事の「（１）第三次登米市まち・ひと・しごと創生総合

戦略（案）」について、事務局から説明願う。 

事務局 （資料に基づき説明） 

 

会 長 

 

意見や質問はあるか。 

会 長 

 

それでは私から、計画内容ではなく今後に向けての意見である。資料

３の21ページの記述において、流出人口のうち通学者がおよそ1,000人

となっており、高校生だけの数字ではないと思うが仮に３で割ると、１

学年300人程度となる。先ほど事務局から、市内への就職割合を増加さ

せるための取組として高校１、２年生に対してアプローチを始めたとの

説明があったが、もっと早い小中学生のときから取り組む必要があると

考える。 

会 長 

 

ご意見、質問等ないか。 

一 同 

 

（なし） 

会 長 

 

それでは、事務局から説明のあった内容で進めてよろしいか。 

一 同 

 

（同意） 

会 長 

 

それでは、以上で議事を終了する。会議終了後に意見や質問があれば

事務局までお願いする。それでは進行を事務局にお返しする。 
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【４ その他】 

事務局 今後のスケジュールについてご説明申し上げる。 

 

事務局 

 

開催通知でご案内のとおり、次回の審議会は３月11日の10時から開催

する。本日お示しした内容を反映した最終案により、審議会から答申い

ただく。 

もしも今回の会議後に意見や質問があれば事務局までお願いする。そ

の中で再度協議が必要な場合は、会長と協議し、次回の会議でお示しす

る。 

次回は総合戦略の全体的な内容の確認をさせていただき、修正等なけ

れば答申とさせていただく。 

【５ 閉 会】 

事務局 

 

閉会に当たり、片岡副会長よりご挨拶をいただく。 

副会長 

 

（挨拶） 

事務局 

 

以上で、令和７年度第６回登米市総合計画審議会を終了する。 

 

 


